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質 問 回 答 書 
 

 

No. 資料名 ページ・項目番号等 質問内容 回答 

1 募集要項 
P2 

６ 

コンソーシアム（共同企業体）

で応募することはできるか。 

コンソーシアムは、指揮系統の煩雑化や

責任の所在の不明確化を引き起こすこと

が考えられるため、今回のプロポーザル

においては、コンソーシアム（共同企業

体）での応募を認めていません。 

なお、本業務のうち、主たる業務（総合

的企画、業務遂行管理、手法の決定及び

技術的判断、電話等応対や応対履歴の入

力など）を除いては、再委託することが

可能ですので、再委託による対応をご検

討ください（仕様書 P17 第 4 ２

（２）参照。）。 

2 募集要項 
P2 

６ 

⻄宮市指名競争入札参加資格者

名簿に登載されていない場合に

提出する納税証明書のうち、国

税の種類は何か。 

法人税、消費税、地方消費税です。 

3 募集要項 
P2 

６ 

⻄宮市指名競争入札参加資格者

名簿に登載されていない場合に

提出する納税証明書のうち、市

税の納税証明書が必要なのは、

⻄宮市内に本店がある場合に限

られるか。 

お見込みのとおりです（募集要項 P2 ６

※参照。）。 

4 募集要項 
P2-3 

７ 

表中⑨最終結果通知から⑩契約

締結までの間には約１か月の期

間が空いているが、この理由は

何か。 

市内部での契約事務手続として必要な期

間及び委託先候補として特定された者と

市とが契約の内容（仕様・価格等）につ

いて協議する期間です。 

5 募集要項 
P5 

9（7） 

令和 5 年 2 月 1 日から 3 月 31 日

までの令和 4 年度代表電話交換

業務の運用費用につきまして

も、①構築費用 ②運用費用の

内訳がそれぞれ分かるようにす

る必要がございますでしょう

か。 

構築費用は、令和４年度中の支払いを想

定していないため、運用費用のみとして

ください（仕様書 P2 第１ ４（２）参

照。）。 

6 仕様書 P1 現状はコールセンター及び代表 本市では今回が初めての総合コールセン
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業務の背景

と目的 

電話の問合せ時にマニュアルや

FAQ の利用はあるのでしょう

か。 

ターの設置となるため、コールセンター

及び代表電話への問合せ時のマニュアル

や FAQ はありません。 

7 仕様書 

P1 

業務の背景

と目的 

今後は夜間や休日も対応を希望

されているという事で宜しいで

しょうか。 

運営日及び運営時間については、仕様書

P3 第１ ６に記載のとおりです。 

8 仕様書 

P1 

第 1 

2（３） 

「ホームページに掲載する FAQ 

の内容を充実させ、市への問合

せを減らす」という記載がござ

いますが、貴市にて想定されて

いる減少率等はございますか。 

想定している減少率等はありません。 

9 仕様書 

P2 

第 1 

4（３） 

「想定入電件数を状態として大

幅に超過し・・・」と記載がご

ざいますが、定義されている基

準などございましたらご教示く

ださい。 

現時点では具体的な数値として想定して

おりません。 

なお、別途協議の対象は、「常態として大

幅に超過」するとともに、「目標値の達成

が困難となる」場合としており、想定入

電件数を超過したことのみをもって、業

務委託料の協議を実施する予定はありま

せん。 

10 仕様書 

P2 

第 1 

4（３） 

想定入電件数を常態として大幅

に超過し、「8 サービス指標」

の目標値の達成が困難となる場

合について、具体的に大幅と

は、どれくらいの超過かを想定

されていますか。 

現時点では具体的な数値として想定して

おりません。 

なお、別途協議の対象は、「常態として大

幅に超過」するとともに、「目標値の達成

が困難となる」場合としており、想定入

電件数を超過したことのみをもって、業

務委託料の協議を実施する予定はありま

せん。 

11 仕様書 

P2 

第 1 

4（３） 

「大規模災害等により、代替場

所により業務継続の対応を行う

時」とございますが代替場所に

ついては、所在地は問わずで問

題ないでしょうか。 

もし、場所の指定などございま

したらご教示ください。 

国内であれば所在地は問いません。 

なお、代替場所での業務は、あくまでも

本来の業務拠点での運営が可能となるま

での時限的な措置とします。 

12 仕様書 

P2 

第 1 

4（３） 

大規模災害等により本来の総合

コールセンターの業務拠点での

運営が不可能となった場合であ

って、代替場所により業務継続

の対応を行うときについて、災

代替場所としては、本来の総合コールセ

ンターの業務拠点と同様の機能を有する

場所（代替施設・拠点等）を想定してお

り、本業務では在宅での電話対応は認め

ておりません。 
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害時に限り、在宅業務は代替場

所に該当しますか。 

※セキュアな受電環境での在宅

を前提とする。 

13 仕様書 

P2 

第 1 

4（３） 

災害発生時等の緊急対応業務と

して、運営業務の時間を延⻑す

る場合について、運営業務の時

間延⻑は、状況によっては深夜

帯や早朝も発生しますか。 

状況によってはあり得ます。 

14 仕様書 

P2-3 

第 1 

５（１）

（２） 

代表電話交換業務及び問合せ対

応業務、各業務の受電 1 件当た

りの通話時間/後処理時間につい

てご教示ください。 

問合せ電話の対応時間は、567 番号のロ

グデータから３分程度、後処理時間は他

市の事例などから４分程度を想定してお

ります。 

代表電話の対応時間については、想定は

しておりませんが、３分より短いと考え

ております。 

15 仕様書 

P2-3 

第 1 

５（１）

（２） 

「応対履歴システム」はクラウ

ドシステムを使用しても問題ご

ざいませんでしょうか。 

問題ありません。 

16 仕様書 

P3 

第 1 

５(２) 

問合せ対応業務について、市⺠

の皆様から具体的にどういった

お問合せがあるのかご教示くだ

さい。また、併せて問合せ内容

の内訳比率についてもご教示く

ださい。 

本市では今回が初めての総合コールセン

ターの設置となるため、これまでの問合

せ対応の記録等がありません。貴社の他

市での業務実績等からご判断ください。 

なお、これまでに他市での総合コールセ

ンターの業務実績がない場合は、他市に

おいて公開されている業務実績等からご

判断ください。 

17 仕様書 

P3 

第 1 

５(２) 

本市の事業でない他官庁等に関

する問合せ等についても、簡易

なものについては各団体のホー

ムページを閲覧し、情報提供す

るなど、柔軟に対応すると記載

があります。簡易なものの範囲

について、ホームページの閲覧 1

ページ目までの範囲の対応で良

いでしょうか。 

例えば、パスポートの申請手続や運転免

許の記載事項の変更など問合せの多いも

のについては、ＦＡＱを作成して対応し

ていただくものもあると考えております

が、基本的には適切な連絡先を案内して

いただく程度の対応になると思われま

す。 

18 仕様書 
P3 

第 1 

電⼦メールによる市⺠等からの

問合せについて、フォームメー

総合コールセンターホームページとドメ

インを統一いただく必要はありません
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5（２） ルのみの対応のためドメイン等

は統一の必要がないという認識

で相違ないでしょうか。 

が、市⺠等に返信するためのメールアド

レスについては、総合コールセンター用

のドメインを使っていただくことになり

ます。 

19 
仕様書 

 

P4 

第 1 

7（２） 

「 想 定 入 電 件 数 は 試 算 に よ る も

ののため、席数及び要員に 

ついては、これを超える場合に備

え、ある程度の余裕をもって確保

すること」、と記載がございます。 

「ある程度の余裕をもって確保」

とはどの程度を想定されて 

いますか？ 

見積金額に直結する為、ご教示願

います。 

「ある程度の余裕」の部分をどのように

考えるかについては、事業者の皆様から

席数計画としてご提案をいただきたい部

分と考えております。貴社のこれまでの

豊富なご経験からご判断いただければ幸

いです。 

20 仕様書 

P4 

第 1 

7（３） 

日本語以外の対応を求められる

入電について、どの程度の入電

量が発生するのか過去実績よ

り、日本語以外の入電割合につ

いてご教示ください。 

本市では今回が初めての総合コールセン

ターの設置となるため、これまでの問合

せ対応の記録等がありません。貴社の他

市での業務実績等からご判断ください。 

なお、これまでに他市での総合コールセ

ンターの業務実績がない場合は、他市に

おいて公開されている業務実績等からご

判断ください。 

21 仕様書 

P4-5 

第 1 

８ 

 

電話、メールについて、それぞ

れの問合せ内容の内訳や平均通

話時間・平均処理時間をご教示

ください。 

本市では今回が初めての総合コールセン

ターの設置となるため、これまでの問合

せ対応の記録等がありません。貴社の他

市での業務実績等からご判断ください。 

なお、これまでに他市での総合コールセ

ンターの業務実績がない場合は、他市に

おいて公開されている業務実績等からご

判断ください。 

問合せ電話の対応時間は、本市の 567 番

号のログデータから３分程度、後処理時

間は他市の事例などから４分程度を想定

しております。 

代表電話の対応時間については、想定は

しておりませんが、３分より短いと考え

ております。 

22 仕様書 
P4-5 

第 1 

メールに関して、目標返信日数

(若しくは現行の実績返信日数)

遅くとも受信日の翌営業日中に一次回答

をしていただくことを想定しています



5 
 

８ が決まっていらっしゃればご教

示ください。 

（仕様書 P13 第３ １（２）ウ参照。）。 

23 仕様書 

P4-5 

第 1 

８ 

代表電話、問い合わせ電話それ

ぞれ 1 件あたりの平均対応時間

は何分ほどを想定されておりま

すでしょうか、 

567 番号のログデータによると、１件当

たりの通話時間は、転送先での通話時間

も含め、３分程度となっており、問合せ

電話は３分程度を想定しております。 

代表電話については、想定はしておりま

せんが、３分より短いと考えておりま

す。 

24 仕様書 

P4-5 

第 1 

８ 

（1）〜（4）の各項目の達成を

測るタームは日次・週次・月

次・四半期・半期・年次等どの

ようなタームを想定しておられ

ますでしょうか。 

受電応答率、一次応対完了率、平均応答

時間は、月次報告の対象としております

ので、基本的には月次ごとに達成状況を

確認する予定です（仕様書 P14 第３ 

４（２）参照。）。 

25 仕様書 

P4 

第 1 

８（１） 

「受電応答率 90％以上」とあり

ますが、総着信件数は代表電話

が 10 万件、問合せ電話が６万件

であることを基準として想定す

る理解で相違ないでしょうか。 

概ねお見込みのとおりです。 

ただし、本市では今回が初めての総合コ

ールセンターの設置であり、想定入電件

数については試算によるもののため、席

数及び要員については、これを超える場

合に備え、ある程度の余裕をもって確保

することを求めており（仕様書 P4 第１ 

７(2)参照。）大幅な想定入電件数超過で

ない場合には、サービス指標の目標値を

達成するよう業務を実施していただきた

いと考えております。 

26 仕様書 

P5 

第 1 

８（４） 

利用満足度調査による満足度、5

段階中 4 以上が 80％以上と、記

載がございますが、評価項目/評

価基準/調査方法等についてご教

示ください。 

利用者満足度調査の実施方法や内容につ

いては、事業者の皆様からご提案をいた

だきたい部分と考えております。貴社の

これまでのご経験からご判断いただけれ

ば幸いです。 

なお、これまでに他市での総合コールセ

ンターの業務実績がない場合は、他市に

おいて公開されている利用者満足度調査

の結果等を参考にご提案ください。 

27 仕様書 

P5 

第２ 

2 

ロケーションについては他県の

実施は不可という事でしょう

か。 

運営場所は、本市本庁舎から公共交通機

関を利用して６０分以内の場所であれ

ば、他県でも実施可能です（仕様書 P5

第２ ２参照）。 
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28 仕様書 

P6 

第 2 

３（１）ウ 

オンプレミス型の PBX 及びサー

バ の 設 置 場 所 と し て 業 務 実 施 拠

点と は 別の サ ーバ 専用 室(デ ー タ

セン タ ー)を 利 用す る こと は 可 能

でしょうか。 

※ 実 施 拠 点 と デ ー タ セ ン タ ー は

閉域網での通信です。 

可能です。 

29 仕様書 

P6 

第 2 

３（２） 

業務実施場所は、他の部屋等に

話し声等が聞こえない専用部屋

とし、パーティション等での仕

切り部屋でない事について、扉

やスライドウォールなどで囲ま

れた部屋を指しているという認

識でよろしいでしょうか。 

他の部屋等に話し声等が聞こえないよ

う、天井から床まで仕切られており、か

つ、適切な入室管理ができるもの（外か

ら開けられないよう施錠等が可能）を想

定しています。 

30 仕様書 

P6 

第 2 

３（２） 

「業務実施場所への出入りにつ

いては、入室管理を行う事」

と、記載がございますが、入退

室記録について保管義務や保管

期限などございますか。 

特に定めはありませんが、最低１年間は

保存するよう努めてください。 

また、紙で記録する場合は、記録簿等は

施錠可能なキャビネット等に保管してく

ださい。 

31 仕様書 

P6 

第 2 

４ 

業務監督者は要員固定との事で

すが、土日含め窓口開設中、常

駐の必要はございますでしょう

か。 

当該業務監督者の勤務時間や休暇等から

不在となる時間があることは想定されま

すが、不在の場合は、当該業務監督者の

上司又は部下が業務を代理で行えるよう

な体制を構築しておいてください。 

32 仕様書 

P7 

第 2 

６ 

（２）本市職員向け研修 にお

ける資料等も、P18 ６著作権 

における、原則本市に帰属す

る。認識となりますでしょう

か。 

本市職員向け研修の資料は、仕様書別紙

の成果物等一覧には成果物として記載し

ておりません。よって、研修資料の著作

権は受託者に帰属するとお考えいただい

て結構です（仕様書 P18 第４ ６及び

別紙１成果物等一覧参照）。 

33 
仕様書 

 

P7 

第 2 

６（２） 

研修時間や実施場所、参加人数の

想定はございますか。 

また、市役所職員様からの受託者

への 研 修(代 表 電話 の 研修 、 問 合

せ電 話 の研 修)は想 定 され て い ま

すか。 

（前段）対面での研修を実施するのであ

れば、実施場所は、本市本庁舎又は周辺

施設の会議室、１回あたりの研修時間は

60 分〜90 分程度、参加人数は 50 名〜

100 名程度の想定です。なお、録画によ

るオンライン研修も想定されます。 

（後段）現時点では想定しておりませ

ん。 
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34 仕様書 

P7 

第 2 

７ 

転送通話料金節約のため、市庁

舎に弊社で準備する、NTT コミ

ュニケーション「Arcstar IP 

Voice」サービスを敷設し、代表

電話番号の番号を「Arcstar IP 

Voice」サービスへ番号ポータビ

リティを実施する事は可能でし

ょうか。また番号ポータビリテ

ィが可能かを確認するため、現

在利用している回線のキャリ

ア、番号が必要となります。ご

教示ください。 

ご提案の「Arcstar IP Voice」サービスの

詳細が不明なため、企画提案書で具体的

に説明し、及びご提案ください。 

回線は NTT ⻄日本、代表電話番号は０

７９８−３５−３１５１となります。 

35 仕様書 

P7 

第 2 

７ 

上記（No.34）と関連して、統合

CC から発信（折り返し電話）を

実施する場合、0798 番号を通知

して発信は不可となりますが、

非通知発信でも差支えございま

せんでしょうか。 

非通知発信は、着信拒否をされている市

⺠の方もおられることから、対応不可と

します。何らかの番号を通知して発信す

るような仕様としてください。また、

0798 番号からの発信とならない場合、そ

の旨企画提案書に明確に記載してくださ

い。なお、実際の運用の際は、折り返し

の番号が 0798 と異なることを当該利用

者に説明していただくこととなります。 

36 仕様書 

P7 

第 2 

７ 

各部署ダイヤルインから統合 CC

へ転送する場合、市庁舎電話機

に外線転送機能は装備されてお

りますでしょうか。 

市庁舎電話機に外線転送機能は装備され

ておりません。 

37 
仕様書 

 

P7 

第 2 

７（１）ウ 

外 線 転 送 に て 代 表 電 話 及 び 問 い

合わせ電話の着信を受ける 

場合、弊社から市⺠への発信対応

の際に発番する番号は 

「発信専用 0120 番号」でも可能

でしょうか。 

※ 折 り 返 し を し て も ア ナ ウ ン ス

で正しい番号を誘導 

 

可能ですが、その旨、企画提案書に明確

に記載してください。また、実際の運用

の際は、折り返しの番号が 0120 となる

ことを当該利用者に説明していただくこ

ととなります。 

38 仕様書 

P8 

第 2 

７（１） 

総合コールセンターから所管課

へ転送した後、その所管課から

再度総合コールセンターへ円滑

に転送できるようにすることに

ついて、コールセンターから所

総合コールセンターが利用者から質問内

容を聞き取り、所管課に転送したが、転

送先が誤っていた場合、などを想定して

います。 
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管課に転送後、再度コールセン

ターに戻ってくる場合、どのよ

うなケースが想定されています

か。 

39 仕様書 

P8 

第 2 

７（１）カ 

「別紙 3「現ネットワーク構成

図」の IP ネットワークで繋がる

施設に属する課については必須

条件とはしない」とあります

が、出先拠点 A と出先拠点 B は

必須条件ではないという認識で

よいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

40 仕様書 

P8 

第 2 

７（１）ク 

（※本庁舎の電話交換機は⻄日

本電信電話株式会社兵庫支店、

第二庁舎の電話交換機は株式会

社スイタ情報システム）とあり

ますが、⻄日本電信電話株式会

社兵庫支店様及び株式会社スイ

タ情報システム様の連絡先をご

教授頂下さい。 

⻄日本電信電話株式会社及び株式会社ス

イタ情報システムの連絡先については、

個別に回答させていただきます。 

41 仕様書 

P8 

第２ 

７（２） 

エ、停電時に 3 時間以上稼働で

きるよう UPS の設置が必要と、

記載がございますが、稼働範囲

のご指定などございますか。※

電話のみ 3 時間以上稼働/電話・

メールの範囲で 3 時間以上稼働

など 

総合コールセンターの電話交換機及び電

話設備等の条件としています（仕様書 P8

第２ ７（２）参照）。 

42 仕様書 

P8 

第２ 

７（２）エ 

「 停 電 時 に ３ 時 間 以 上 稼 働 で き

るよう、UPS（無停電電源装置）

等の電源を備えること」との記載

ですが、こちらは電話交換機及び

電話機が最低でも 3 時間以上稼働

出来ること、という認識で宜しい

でしょうか。 

※ 応 対 履 歴 等 は 一 時 的 に 紙 で 受

付する等 

お見込みのとおりです。 

43 仕様書 

P8 

第２ 

７（２）エ 

「 停 電 時 に ３ 時 間 以 上 稼 働 で き

るよう、ＵＰＳ（無停電電源装置）

等の電源 を備え ること 。」は 必 須

要件か。 

仕様書に記載のある事項については、基

本的には全て必須要件です。 

なお、電話設備については、仕様書記載

項目について、対応できない項目がある
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場合は、代替機能を提案してください

（企画提案書記載項目 P2 ２（5）エ参

照。）。 

また、仕様書の要件にも対応可能だが、

別の手法を選択的に提案する場合は、本

市が適切に選択できるよう判断要素を併

せて示すようにしてください（参加表明

書等・企画提案書等作成要領２（2）参

照。）。 

44 仕様書 

P8 

第２ 

７（２）キ 

「 外 国 語 対 応 と し て 三 者 通 話 に

よる対応をする場合は、三者通話

が可能な設備を備えること」とご

ざいます。 

三 者 通 話 を 他 企 業 へ 委 託 す る 場

合は、再委託に該当すると推量致

しますが、P.17 第 4 その他 2 再

委託 (2)の受託者は、（１）以外の

部分の再委託にあたっては、書面

に よ り 本 市 の 承 諾 を 得 な け れ ば

ならない、とあり、承諾を得られ

れば、再委託に該当しない、とい

う 認 識 で よ い で し ょ う か 。 併 せ

て、H.P.の作成についても同様の

認識で問題ないでしょうか。 

 

（前段）三者通話の通訳部分について

は、再委託可能な範囲と考えており、本

市の承諾を得たうえで実施可能です。 

（後段）ホームページの作成を第三者に

委託する、という意味のご質問であれ

ば、本市の承諾を得たうえで再委託可能

です。 

45 仕様書 

P9 

第２ 

８ 

データセンター設置の場合は国

内を必須とされているという認

識でよいでしょうか。また、ク

ラウドシステムを利用する場

合、個人情報の有無にかかわら

ず国内での設置が必須でしょう

か。 

お見込みのとおりです（仕様書 P６第 2

３（１）ウ参照。）。 

46 仕様書 

P9 

第２ 

８（１） 

添付ファイルや関連 URL など、

FAQ 本文以外の情報も関連付け

られることについて、添付ファ

イル（Word・Excel・PDF・

Power Point・音声・ZIP など）

は具体的にどこまで対応すれば

よいでしょうか。 

総合コールセンター内部用のシステムの

ため、オペレーターの業務効率化に資す

る観点から貴社でご判断ください。 
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47 
仕様書 

 

P9 

第２ 

８（１） 

貴市の職員様が、直接、参照また

は 更 新 す る シ ス テ ム は ご ざ い ま

すか。 

FAQ[内部用]、FAQ[外部用]、応

対履歴システム、ホームページ、

の 各 シ ス テ ム に て ご 教 示 く だ さ

い。 

ありません。基本的にＦＡＱ（外部用）

及びホームページについては、市⺠が閲

覧可能なものと同じものを職員が閲覧す

ることとなります。 

48 
仕様書 

 

P10 

第 2 

８（３） 

総 合 コ ー ル セ ン タ ー の ホ ー ム ペ

ー ジ 作 成 時 期 と 期 間 を ご 教 示 く

ださい。併せまして、貴市ホーム

ページ内に総合コール 

セ ン タ ー の ハ イ パ ー リ ン ク を 設

置して頂ける認識で宜しい 

でしょうか。 

（前段）総合コールセンターホームペー

ジの開設は、総合コールセンターの開始

時期（令和 5 年 6 月）を予定しており、

それまでに作成を終える必要がありま

す。 

（後段）本市ホームページのトップに、

総合コールセンターホームページへのリ

ンクを設ける予定です。 

49 仕様書 

P11 

第 2 

９（１） 

停電発生時等において基準とな

る復旧時間をご教示いただけま

すでしょうか。 

可能な限り早い復旧が望ましいですが、

目安として遅くとも３日以内に復旧して

いただきたいと考えております。 

50 仕様書 

P12 

第 2 

10（１） 

FAQ データベースのフラ グ管 理

は必須でしょうか。 

※内部、外部をそれぞれのシステ

ム、データベースに分けて 

管 理 す る こ と は 問 題 無 い で し ょ

うか。 

例：内部 FAQ⇒A システム（デー

タベース C） 

外部 FAQ⇒B システム（データベ

ース D） 

仕様書に記載のある事項については、基

本的には全て必須要件です。 

なお、情報処理設備については、仕様書

記載項目について、対応できない項目が

ある場合は、代替機能を提案してくださ

い（企画提案書記載項目 P3 ２（6）ア

参照。）。 

また、仕様書の要件にも対応可能である

が、別の手法を選択的に提案する場合

は、本市が適切に選択できるよう判断要

素を併せて示すようにしてください（参

加表明書等・企画提案書等作成要領２

（2）参照。）。 

51 仕様書 

P12 

第 2 

10（２） 

Ｆ Ａ Ｑ デ ー タ ベ ー ス へ の 初 期 登

録に関しまして、⻄宮市の HP に

ございます【よくある質問】のデ

ー タ の 無 償 共 有 は 可 能 で し ょ う

か。 

有償の場合は費用をご教授下さ

い。 

⻄宮市の HP にある「よくあるご質問」

の内容については、コンテンツ全体とし

ては CSV 形式などで出力することができ

ませんが、HTML 形式であれば、コンテ

ンツ全体の出力が可能です。なおタイト

ルと URL のみであれば CSV 出力が可能

です。無償で提供できますが、提供まで

に１〜２週間の時間をいただきます。 
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52 仕様書 

P13 

第３ 

1（２） 

FAX 及び電⼦メールについて、受

信日時から 24 時間以内に一次回

答 を 行 う と い う 認 識 で よ い で し

ょうか。 

遅くとも受信日の翌営業日中に一次回答

をしていただくことを想定しており、

「24 時間以内」の限定はありません。 

53 
仕様書 

 

P15 

第 3 

5（３） 

利用満足度調査を年 1 回以上定期

的に実施。調査方法の詳細は貴市

と別途協議、とございます。 

例 え ば ： DM を 往 復 ハ ガ キ で

1,000 通を送る費用を見込んで 

おく等、必要があるかご教示くだ

さい。 

また、これまでに利用者満足度調

査を実施した実績は 

ございますか？ 

（前段）ありません。 

（後段）ありません。 

54 仕様書 

P16 

第 3 

10（１） 

「なお、総合コールセンター運営

場所の地域的な災害時の 

場合、代替施設・拠点等を活用す

るなどして総合コール 

センターを運営すること」とござ

います。 

「一次対応」として、常時体制を

別 拠 点 に て 構 築 し て お く 認 識 で

しょうか？その際の規模感は、今

回 見 積 提 示 す る 席 数 (回 線 数 ) の

何 割 ぐ ら い を 想 定 す れ ば 宜 し い

でしょうか？ 

災害等の緊急時の対応をどのように考え

るかについては、事業者の皆様から災害

等発生の緊急時の運営体制としてご提案

をいただきたい部分と考えております。

貴社のこれまでの豊富なご経験からご判

断いただければ幸いです。 

55 
仕様書 

 

P16 

第 4 

1 

現行、貴市において利用されてい

る応対履歴システムから、本業務

で 構 築 す る 応 対 履 歴 シ ス テ ム へ

の応対履歴データの移行は、要件

に含まれていますでしょうか。 

本市では今回が初めての総合コールセン

ター設置となるため（仕様書 P4 第１ 

7(1)参照）、現行応対履歴データはありま

せん。 

56 仕様書 

P17 

第 4 

２ 

再委託にあたっては、書面によ

り本市の承諾を得なければなら

ない。とありますが、期間や提

示必要な中身はどのようなもの

となりますでしょうか 

再委託に当たり、以下の内容を記載した

書面を事前にご提出いただく必要があり

ます。 

１．契約業務名等 

２．再委託先 

（１）住所 

（２）名称 

（３）代表者 
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（４）電話 

３．再委託する業務の範囲 

４．再委託する理由 

57 仕様書 

P17 

第 4 

３（２） 

仕様書＜「第 2 構築業務」3 施

設要件（2）ア＞に記載されている

専用部屋となりますが、想定入電

件 数 を 上 回 る 入 電 件 数 に よ り 増

席が必要となった場合、専用部屋

で の 運 用 が 難 し い と 貴 市 が 認 め

た 場 合 は 専 用 部 屋 の 拡 張 工 事 費

用 等 に つ い て 別 途 協 議 の う え 決

定する。という認識で相違ないで

しょうか。 

お見込みのとおりです。 

58 仕様書 

P17 

第 4 

５ 

上記（No.57）と同様に、特定コー

ル セ ン タ ー の 設 置 に よ り 専 用 部

屋 の キ ャ パ シ テ ィ に 収 ま ら な い

席数となる場合においては、専用

部 屋 の 拡 張 工 事 費 用 等 に つ い て

別途協議の上決定する。という認

識で相違ないでしょうか。 

本契約の範囲内ではなく、特定コールセ

ンターを設置する際の費用としてご提案

ください（企画提案書記載項目 P5 ４

（２）イ参照）。 

59 
仕様書 

 

P17 

第 4 

５ 

総 合 コ ー ル セ ン タ ー 機 能 の 拡 張

は 具 体 的 に ど の く ら い の 規 模 感

を考えられていますか。 

総合コールセンターの拡張（特定コール

センターの設置）をどのように考えるか

については、事業者の皆様からご提案を

いただきたい部分と考えております。貴

社のこれまでの豊富なご経験からご判断

いただければ幸いです。 

60 仕様書 

P18 

第 4 

６ 

本業務において構築する 

・ 統 合 コ ー ル セ ン タ ー 内 部 用

FAQ システム 

・応対履歴システム 

について は、別 紙１ 成果物 等 一

覧に記載がありませんが、 

権利は、受託者側に帰属するとい

う認識でよろしいで 

しょうか。 

また、 

・市⺠向け公表用 FAQ サイト 

・問合せ WEB サイト（メールフ

ォーム） 

前段、後段ともお見込みのとおりです

（仕様書 P1 第１ ２なお書き参照）。 
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・総合コールセンターホームペー

ジ 

に つ い て の 権 利 も 同 様 に 受 託 者

側 に 帰 属 す る と い う 認 識 で よ ろ

しいでしょうか。 

61 仕様書 

P18 

第 4 

7（６） 

デ ー タ の 抹 消 措 置 を 行 う 必 要 の

あ る 対 象 デ ー タ を 全 て ご 教 示 願

います。 

また、クラウドサービス利用時に

お い て は 物 理 的 な 破 壊 等 の 証 拠

写 真 を 提 出 す る こ と が 困 難 で あ

る た め 弊 社 か ら は 抹 消 証 明 書 の

提出のみで宜しいでしょうか。 

本業務で使用するすべてのサーバや端末

等の情報機器に保存されているデータが

対象です。 

クラウドサービスの場合は、消去方法・

消去日時・消去作業を実施した業者名を

記載した抹消証明書に加え、データ消去

等を実施している作業風景等の写真を提

出いただきます。 

62 仕様書 

P18 

第 4 

7（７） 

プ ラ イ バ シ ー マ ー ク と Ｉ Ｓ Ｍ Ｓ

の認証取得は両方が必要か。 

どちらかの認証取得があれば、参加資格

要件を満たします（募集要項 P2 ６

（7）及び仕様書 P18 第４ ７（7）参

照。）。 

63 仕様書 別紙 2 
曜日別の入電数についてご教示

願います。 

お手数ですが、本市が提供する 567 番号

のログデータから算定してください。 

64 仕様書 別紙 2 

令和３年度代表電話交換受付件

数について、曜日別の件数（ま

たは件数比率）をご提示頂けま

すでしょうか。 

提供する 567 番号のログデータに代表電

話番号（3151）のデータも含まれますの

で、お手数ですが、当該データから算定

してください。なお、仕様書別紙２「令

和３年度代表電話交換受付件数」には所

管課への直通電話から代表電話番号に転

送されたものも含まれておりますので、

ご注意ください。 

65 

類似業務

の受注実

績書／ 

業務監督

者の業務

実績書 

 
導入実績については、⺠間企業

の実績でも宜しいでしょうか。 

導入実績については、地方公共団体又は

国の機関におけるコールセンターの実績

のみです（参加表明書等・企画提案書等

作成要領 P1 １（２）①参照）。 

なお、１次評価については、類似業務の

受注実績書など提出書類の内容から業務

遂行能力を審査した上で、上位５者を委

託先候補（企画提案書等に基づく２次評

価に進む事業者）として選定いたします

ので、その点ご留意ください（募集要項

P5 10（1）ア参照。）。 
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66 

類似業務

の受注実

績書 

 

特定コールセンター運営実績に

ついて、官公庁からの受託企業

様からの再委託による運営実績

も記載可能でしょうか。 

記載できません。 

なお、１次評価については、類似業務の

受注実績書など提出書類の内容から業務

遂行能力を審査した上で、上位５者を委

託先候補（企画提案書等に基づく２次評

価に進む事業者）として選定いたします

ので、その点ご留意ください（募集要項

P5 10（1）ア参照。）。 

67 

類似業務

の受注実

績書 

 

「類似業務の受注実績書」に

は、地方公共団体又は国の機関

における実績を５件記載するこ

ととなっているが、１件しかな

い場合も応募できるのか。 

応募することは可能です。ただし、１次

評価については、類似業務の受注実績書

など提出書類の内容から業務遂行能力を

審査した上で、上位５者を委託先候補

（企画提案書等に基づく２次評価に進む

事業者）として選定いたしますので、そ

の点ご留意ください（募集要項 P5 10

（1）ア参照。）。 

 


